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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-1 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 

 

（安全保護装置） 

 

第三十五条 発電用原子炉施設

には、安全保護装置を次に定め

るところにより施設しなければ

ならない。 

 

 

一 運転時の異常な過渡変化が

発生する場合又は地震の発生に

より発電用原子炉の運転に支障

が生ずる場合において、原子炉

停止系統その他系統と併せて機

能することにより、燃料要素の

許容損傷限界を超えないように

できるものであること。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護装置は，運転時の異

常な過渡変化が発生する場合

又は地震の発生により発電用

原子炉の運転に支障が生ずる

場合において，その異常な状態

を検知し及び原子炉緊急停止

系その他系統と併せて機能す

ることにより，燃料要素の許容

損傷限界を超えないようにで

きるものとするとともに，設計

基準事故が発生する場合にお

いて，その異常な状態を検知

し，原子炉緊急停止系及び工学

的安全施設を自動的に作動さ

せる設計とする。 

 

 

運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故時に対処し得

る複数の原子炉非常停止信号

及び工学的安全施設作動信号

を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護装置は，運転時の異

常な過渡変化が発生する場合

又は地震の発生により発電用

原子炉の運転に支障が生ずる

場合において，その異常な状態

を検知し及び原子炉緊急停止

系その他系統と併せて機能す

ることにより，燃料要素の許容

損傷限界を超えないようにで

きるものとするとともに，設計

基準事故が発生する場合にお

いて，その異常な状態を検知

し，原子炉緊急停止系及び工学

的安全施設を自動的に作動さ

せる設計とする。 

①-1【35 条 1】 

 

運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故時に対処し得

る複数の原子炉非常停止信号

及び工学的安全施設作動信号

を設ける設計とする。 

①【35 条 2】 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般

構造 

6 号及び 7号炉 

(3) その他の主要な構造 

 

 

 

 

 

(s) 安全保護回路 

 安全保護回路は，運転時の異

常な過渡変化が発生する場合

において，その異常な状態を検

知し及び原子炉緊急停止系そ

の他系統と併せて機能するこ

とにより，燃料要素の許容損傷

限界を超えないようにできる

ものとするとともに，設計基準

事故が発生する場合において，

その異常な状態を検知し，原子

炉緊急停止系及び工学的安全

施設を自動的に作動させる設

計とする。①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 計測制御系統施設 

6.6  安全保護系 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1  概要 

 安全保護系は，発電用原子炉

の安全性を損なうおそれのあ

る異常な過渡状態や誤動作が

生じた場合，あるいは，このよ

うな事態の発生が予想される

場合に，それを防止あるいは抑

制するために安全保護動作を

起こすなどにより発電用原子

炉を保護するために設ける。こ

の系は，原子炉緊急停止系を作

動させるための原子炉緊急停

止系作動回路及び非常用炉心

冷却系等の工学的安全施設を

作動させるための工学的安全

施設作動回路からなる。◇1（①

-1） 

 

 なお，安全保護系において，

原子炉核計装及び原子炉プラ

ント・プロセス計装に係る部分

については，「6.2 原子炉核計

装」及び「6.3 原子炉プラン

ト・プロセス計装」に記載する。

◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-2 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

【解釈】 

１ 第１号の安全保護装置の機

能の確認については、設置許可

申請書の添付書類八の設備仕様

及び設置許可申請書において評

価した運転時の異常な過渡変化

の評価の条件に非保守的な変更

がないことを確認すること。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 系統を構成する機械若しく

は器具又はチャンネルは、単一

故障が起きた場合又は使用状態

からの単一の取り外しを行った

場合において、安全保護機能を

失わないよう、多重性を確保す

ること。② 

 

 

 

 

 

 

 

なお，安全保護装置は設置

（変更）許可を受けた運転時の

異常な過渡変化の評価の条件

を満足する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護装置を構成する機

械若しくは器具又はチャンネ

ルは，単一故障が起きた場合又

は使用状態からの単一の取外

しを行った場合において，安全

保護機能を失わないよう，多重

性を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，安全保護装置は設置

（変更）許可を受けた運転時の

異常な過渡変化の評価の条件

を満足する設計とする。 

①【35 条 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護装置を構成する機

械若しくは器具又はチャンネ

ルは，単一故障が起きた場合又

は使用状態からの単一の取外

しを行った場合において，安全

保護機能を失わないよう，多重

性を確保する設計とする。 

②-1【35 条 4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全保護回路を構成する機

械若しくは器具又はチャンネ

ルは，単一故障が起きた場合又

は使用状態からの単一の取り

外しを行った場合において，安

全保護機能を失わないよう，多

重性を確保する設計とする。②

-1 

 

 

 

 

 

 

6.6.2  設計方針 

(1) 安全保護系は，運転時の異

常な過渡変化時に，その異常状

態を検知し，原子炉緊急停止系

を自動的に作動させ，燃料の許

容設計限界を超えないように

する。◇1 （①-1） 

 

(2) 安全保護系は，偶発的な制

御棒引抜きのような原子炉停

止系のいかなる単一の誤動作

に対しても，燃料の許容設計限

界を超えないようにする。◇1

（①-1） 

(3) 安全保護系は，設計基準事

故時にあっては，直ちにこれを

検知し，原子炉緊急停止系及び

工学的安全施設の作動を自動

的に開始させる。◇1 （①-1） 

 

(4) 安全保護系は，多重性及び

電気的・物理的な独立性を有す

る設計とし，機器の単一故障若

しくは使用状態からの単一の

取外しによっても，その安全保

護機能が妨げられないように

する。◇1 （②-1，③-1） 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-3 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

三 系統を構成するチャンネル

は、それぞれ互いに分離し、それ

ぞれのチャンネル間において安

全保護機能を失わないように独

立性を確保すること。③ 

 

【解釈】 

２ 第３号に規定する「独立性

を確保すること」とは、チャンネ

ル間の距離、バリア、電気的隔離

装置等により、相互を分離する

ことをいう。③ 

 

 

 

四 駆動源の喪失、系統の遮断

その他の不利な状況が生じた場

合においても、発電用原子炉施

設をより安全な状態に移行する

か、又は当該状態を維持するこ

とにより、発電用原子炉施設の

安全上支障がない状態を維持で

きること。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護装置を構成するチ

ャンネルは，それぞれ互いに分

離し，それぞれのチャンネル間

において安全保護機能を失わ

ないよう物理的，電気的に分離

し，独立性を確保する設計とす

る。 

 

 

また，各チャンネルの電源

は，分離，独立した母線から供

給する設計とする。 

 

 

 

安全保護装置は，駆動源の喪

失，系統の遮断その他の不利な

状況が発生した場合において

も，発電用原子炉施設をより安

全な状態に移行する（フェイ

ル・セイフ）か，又は当該状態

を維持する（フェイル・アズ・

イズ）ことにより，発電用原子

炉施設の安全上支障がない状

態を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護装置を構成するチ

ャンネルは，それぞれ互いに分

離し，それぞれのチャンネル間

において安全保護機能を失わ

ないよう物理的，電気的に分離

し，独立性を確保する設計とす

る。 

③-1，③-2【35 条 5】 

 

また，各チャンネルの電源

は，分離，独立した母線から供

給する設計とする。 

③-3，③-4【35 条 6】 

 

 

安全保護装置は，駆動源の喪

失，系統の遮断その他の不利な

状況が発生した場合において

も，発電用原子炉施設をより安

全な状態に移行する（フェイ

ル・セイフ）か，又は当該状態

を維持する（フェイル・アズ・

イズ）ことにより，発電用原子

炉施設の安全上支障がない状

態を維持できる設計とする。 

④-1，④-2【35 条 7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全保護回路を構成するチ

ャンネルは，それぞれ互いに分

離し，それぞれのチャンネル間

において安全保護機能を失わ

ないよう独立性を確保する設

計とする。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 駆動源の喪失，系統の遮断そ

の他の不利な状況が発生した

場合においても，発電用原子炉

施設をより安全な状態に移行

するか，又は当該状態を維持す

ることにより，発電用原子炉施

設の安全上支障がない状態を

維持できる設計とする。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 安全保護系は，系の遮断，

駆動源の喪失においても，安全

上許容される状態（フェイル・

セイフ又はフェイル・アズ・イ

ズ）④-1になるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

 

③-2 引用元：P16 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

③-3引用元：P25 

③-4 引用元：P25 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-4 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

五 不正アクセス行為その他の

電子計算機に使用目的に沿うべ

き動作をさせず、又は使用目的

に反する動作をさせる行為によ

る被害を防止するために必要な

措置が講じられているものであ

ること。⑤ 

 

【解釈】 

３ 第５号に規定する「必要な

措置が講じられているものであ

ること」とは、外部ネットワーク

と物理的な分離又は機能的な分

離を行うこと、有線又は無線に

よる外部ネットワークからの遠

隔操作及びウイルス等の侵入を

防止すること、物理的及び電気

的アクセスの制限を設けること

により、システムの据付、更新、

試験、保守等で、承認されていな

い者の操作及びウイルス等の侵

入を防止すること等の措置を講

ずることをいう。なお、ソフトウ

ェアの内部管理を強化するため

に、ウイルス等によるシステム

の異常動作を検出させる場合に

は以下の機能を有すること。⑤ 

（１）ウイルス等によるシステ

ムの異常動作を検出する機能を

設ける場合には、ウイルス等を

検知した場合に運転員等へ告知

すること。⑤ 

（２）ウイルス等によるシステ

ムの異常動作を検出する機能

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護装置は，ディジタル

回路で構築する設計とし，外部

ネットワークと物理的分離及

び機能的分離，外部ネットワー

クからの遠隔操作防止及びウ

イルス等の侵入防止並びに物

理的及び電気的アクセスの制

限を設け，システムの据付，更

新，試験，保守等で，承認され

ていない者の操作及びウイル

ス等の侵入を防止する措置を

講じることで，不正アクセス行

為その他の電子計算機に使用

目的に沿うべき動作をさせず，

又は使用目的に反する動作を

させる行為による被害を防止

できる設計とする。 

⑤-1，⑤-2【35 条 8】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全保護回路を構成する電

子計算機は，不正アクセス行為

に対する安全保護回路の物理

的分離及び機能的分離⑤-1 を

行うとともに，ソフトウェアは

設計，製作，試験及び変更管理

の各段階で検証と妥当性の確

認を適切に行うこと⑤-5 で，

不正アクセス行為その他の電

子計算機に使用目的に沿うべ

き動作をさせず，又は使用目的

に反する動作をさせる行為に

よる被害を防止することがで

きる設計とする。⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.2 安全保護装置の不正ア

クセス行為等の被害の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-5 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

は、安全保護装置の機能に悪影

響を及ぼさないこと。⑤ 

 

４ デジタル安全保護系の適用

に当たっては、日本電気協会「安

全保護系へのディジタル計算機

の適用に関する規程」（JEAC 

4620-2008）（以下「JEAC4620」と

いう。）５．留意事項を除く本文、

解説－４から６まで、解説－８

及び解説－１１から１８まで並

びに「ディジタル安全保護系の

検証及び妥当性確認に関する指

針」（JEAG 4609-2008）本文及び

解説－９に以下の要件を付した

ものによること。ただし、「ディ

ジタル」は「デジタル」と読み替

えること。⑤ 

（１）JEAC4620 の４．１の適用

に当たっては、運転時の異常な

過渡変化が生じる場合又は地震

の発生等により原子炉の運転に

支障が生じる場合において、原

子炉停止系統及び工学的安全施

設と併せて機能することによ

り、燃料許容損傷限界を超えな

いよう安全保護系の設定値を決

定すること。⑤ 

（２）JEAC4620 の４．１８．３に

おいて検証及び妥当性確認の実

施に際して作成された文書は、

４．１８．２の構成管理計画の中

に文書の保存を定め、適切に管

理すること。⑤ 

新規追加要求事項のため， 

記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全保護装置が収納された

盤の施錠及び保守ツール接続

部の施錠によりハードウェア

を直接接続させない措置を実

施すること，安全保護装置の保

守ツールを施錠管理された場

所に保管することや保守ツー

ルのパスワード管理により不

要なソフトウェアへのアクセ

スを制限することを保安規定

に定め，不正アクセスを防止す

る。 

 安全保護装置のソフトウェ

アは，設計，製作，試験及び変

更管理の各段階で検証と妥当

性確認を適切に行うことを保

安規定に定め，不正アクセスを

防止する。 

⑤-3，⑤-4，⑤-5【35 条 9】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・追加要求事項による差異あ

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.2 安全保護装置の不正ア

クセス行為等の被害の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-3，⑤-4 引用元：P19 

⑤-5引用元：P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-6 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

（３）JEAC4620 の４．８におけ

る「想定される電源擾乱、電磁波

等の外部からの外乱・ノイズの

環境条件を考慮した設計とする

こと」を「想定される電源擾乱、

サージ電圧、電磁波等の外部か

らの外乱・ノイズの環境条件を

考慮して設計し、その設計によ

る対策の妥当性が十分であるこ

とを確証すること」と読み替え

ること。⑤ 

（４）JEAC4620 の４．５及び解

説－６の適用に当たっては、デ

ジタル安全保護系は、試験時を

除き、計測制御系からの情報を

受けないこと。試験時に、計測制

御系からの情報を受ける場合に

は、計測制御系の故障により、デ

ジタル安全保護系が影響を受け

ないよう措置を講ずること。 

デジタル安全保護系及び計測

制御系の伝送ラインを共用する

場合、通信をつかさどる制御装

置は発信側システムの装置とす

ること。⑤ 

（５）JEAC4620 の４．１６の「外

部からの影響を防止し得る設

計」を「外部影響の防止された設

備」と読み替えること。⑤ 

（６）JEAC4620 の４．における

安全保護機能に相応した高い信

頼性を有するとは、デジタル安

全保護系のトリップ失敗確率及

び誤トリップする頻度を評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-7 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

し、従来型のものと比較して同

等以下とすること。また、デジタ

ル安全保護系の信頼性評価にお

いて、ハードウェア構成要素に

異常の検出、検出信号の伝送、入

出力信号の処理、演算処理、トリ

ップ信号の伝送、トリップの作

動等、評価に必要な構成要素を

含むこと。⑤ 

（７）安全保護系に用いられる

デジタル計算機の健全性を実証

できない場合、安全保護機能の

遂行を担保するための原理の異

なる手段を別途用意すること。 

（「日本電気協会「安全保護系へ

のディジタル計算機の適用に関

する規程（JEAC 4620-2008）」及

び「ディジタル安全保護系の検

証及び妥当性確認に関する指針

（JEAG 4609-2008）」に関する

技術評価書」（平成２３年１月原

子力安全・保安院、原子力安全基

盤機構取りまとめ））⑤ 

 

 

 

 

六 計測制御系の一部を安全保

護装置と共用する場合には、そ

の安全保護機能を失わないよ

う、計測制御系から機能的に分

離されたものであること。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設の一部を

安全保護装置と共用する場合

には，その安全機能を失わない

よう，計測制御系統施設から機

能的に分離した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設の一部を

安全保護装置と共用する場合

には，その安全機能を失わない

よう，計測制御系統施設から機

能的に分離した設計とする。 

⑥-1【35 条 10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計測制御系統施設の一部を

安全保護回路と共用する場合

には，その安全機能を失わない

よう，計測制御系統施設から機

能的に分離した設計とする。⑥

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 安全保護系は，計測制御系

とは極力分離し，部分的に共用

した場合でも計測制御系の故

障が安全保護系に影響を与え

ないようにする。◇1 （⑥-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-8 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

七 発電用原子炉の運転中に、

その能力を確認するための必要

な試験ができるものであるこ

と。⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 運転条件に応じて作動設定

値を変更できるものであるこ

と。⑧ 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

原子炉緊急停止系作動回路

は，原子炉運転中でも必要な試

験ができる設計とする。 

 

 

 

工学的安全施設作動回路は，

原子炉運転中でもテスト信号

を出して各々の検出器及びチ

ャンネルの試験を行うことが

できる設計とする。 

 

 

また，運転条件に応じて作動

設定値を変更できる設計とす

る。 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

原子炉緊急停止系作動回路

は，原子炉運転中でも必要な試

験ができる設計とする。 

⑦-1【35 条 11】 

 

 

工学的安全施設作動回路は，

原子炉運転中でもテスト信号

を出して各々の検出器及びチ

ャンネルの試験を行うことが

できる設計とする。 

⑦-2【35 条 12】 

 

また，運転条件に応じて作動

設定値を変更できる設計とす

る。 

⑧【35 条 13】 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ 計測制御系統施設の構造

及び設備 

(2) 安全保護回路 

 安全保護回路（安全保護系）

は，「原子炉停止回路（原子炉

緊急停止系作動回路）」及び「そ

の他の主要な安全保護回路（工

学的安全施設作動回路）」で構

成する。□1 （①-1） 

 

 安全保護回路は，不正アクセ

ス行為その他の電子計算機に

使用目的に沿うべき動作をさ

せず，又は使用目的に反する動

作をさせる行為による被害を

防止する設計とする。□1 （⑤-

2） 

(7) 安全保護系は，通常運転中

においても，定期的に機能試験

を行うことができるようにす

る。◇5 （⑦-1，⑦-2） 

 

(8) 安全保護系は，監視装置，

警報等によりその作動状況が

確認できる設計とする。◇4  

 

(9) 安全保護系は，不正アクセ

ス行為その他の電子計算機に

使用目的に沿うべき動作をさ

せず，又は使用目的に反する動

作をさせる行為による被害を

防止することができる設計と

する。◇1 （⑤-2） 

 

6.6.3  主要設備の仕様 

 原子炉緊急停止系作動回路

の主要設備の仕様を第 6.6－1

表及び第 6.6－3 図に，工学的

安全施設作動回路の主要設備

の仕様を第 6.6－2 表，第 6.6

－4図及び第6.6－5図に示す。

◇2  

 

6.6.4  主要設備 

6.6.4.1  原子炉緊急停止系

作動回路 

 原子炉緊急停止系の作動回

路は，第 6.6－1 図及び第 6.6

－2 図に示すように検出器，ト

リップ・チャンネル，主トリッ

プ継電器等で構成する。 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

計測制御系統施設 

3.3 試験及び検査 

 

⑦-1 引用元：P17 

 

 

計測制御系統施設 

3.3 試験及び検査 

 

 

 

⑦-2 引用元：P18 

 

計測制御系統施設 

3.1.1 安全保護装置の機能及

び構成 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 
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(ⅰ)原子炉停止回路の種類□2  

 原子炉停止回路（原子炉緊急

停止系作動回路）は，次に示す

条件により発電用原子炉をス

クラムさせるため，「2 out of 

4」方式の回路を設け，4チャン

ネルのうち 2 チャンネル以上

の動作によって発電用原子炉

をスクラムさせる。 

 

a. 原子炉圧力高 

b. 原子炉水位低 

c. ドライウェル圧力高 

d. 中性子束高（平均出力領域

モニタ） 

e. 原子炉周期短（起動領域モ

ニタ） 

f. 中性子束計装動作不能（起

動領域及び平均出力領域モニ

タ） 

g. 炉心流量急減 

h. 制御棒駆動機構充てん水

圧力低 

i. 主蒸気隔離弁閉 

j. タービン主蒸気止め弁閉 

k. タービン蒸気加減弁急速

閉 

l. 主蒸気管放射能高 

m. 地震加速度大 

 なお，原子炉緊急停止系作動

回路の電源喪失，モード・スイ

ッチ「停止」及び手動の場合に

も発電用原子炉はスクラムす

 検出器は 4区分に分け，一つ

の区分には，一つの測定変数に

対して，1個以上の検出器を設

ける。また，トリップ・チャン

ネルは 4チャンネルを設ける。 

 各トリップ・チャンネルは，

四つの区分の検出器からの信

号を入力し，2区分以上の検出

器の動作によりトリップする。

各トリップ・チャンネルからの

信号は，対応するトリップ・チ

ャンネルに属する主トリップ

継電器に入力され，二つ以上の

トリップ・チャンネルがトリッ

プした場合，発電用原子炉はス

クラムする。◇4  

 

 スクラム弁への計装用空気

の制御には，ソレノイド作動の

スクラム・パイロット弁を使用

する。このスクラム・パイロッ

ト弁は，三方向形で，各水圧制

御ユニットのスクラム弁に対

して，二つのソレノイドのうち

一つ，あるいは両方が励磁状態

にある場合は，スクラム弁のダ

イヤフラムに空気圧がかかっ

て，スクラム弁を閉鎖状態に保

つようにしている。二つ以上の

トリップ・チャンネルが同時に

トリップすれば，スクラム・パ

イロット弁の両ソレノイドが

無励磁となり，スクラム弁のダ

イヤフラムの空気圧がなくな



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-10 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
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る。 

 

 (ⅱ)その他の主要な安全保護

回路の種類□2  

 その他の主要な安全保護回

路（工学的安全施設作動回路）

には，次のものを設ける。 

a. 原子炉水位低，主蒸気管放

射能高，主蒸気管圧力低，主蒸

気管流量大，主蒸気管トンネル

温度高，復水器真空度低のいず

れかの信号による主蒸気隔離

弁の閉鎖 

b. ドライウェル圧力高，原子

炉水位低，原子炉建屋原子炉区

域放射能高のいずれかの信号

による常用換気系の閉鎖と非

常用ガス処理系の起動 

c. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による高

圧炉心注水系，原子炉隔離時冷

却系及び低圧注水系の起動 

d. 原子炉水位低及びドライ

ウェル圧力高の同時信号によ

る自動減圧系の作動 

e. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による非

常用ディーゼル発電機の起動 

f. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による主

蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉

鎖 

 

― 以 下 余 白 ― 

ってスクラム弁は開き，制御棒

を挿入することにより発電用

原子炉はスクラムする。◇4  

 

(1) 原子炉スクラム条件 

 発電用原子炉は，以下の条件

の場合にスクラムする。◇3  

a. 原子炉圧力高 

b. 原子炉水位低 

c. ドライウェル圧力高 

d. 中性子束高（平均出力領域

モニタ） 

e. 原子炉周期短（起動領域モ

ニタ） 

f. 中性子束計装動作不能（起

動領域及び平均出力領域モニ

タ） 

g. 炉心流量急減 

h. 制御棒駆動機構充てん水

圧力低 

i. 主蒸気隔離弁閉 

j. タービン主蒸気止め弁閉 

k. タービン蒸気加減弁急速

閉 

l. 主蒸気管放射能高 

m. 地震加速度大 

n. 手動 

o. モード・スイッチ「停止」 

 

 検出器の種類，検出場所及び

スクラム設定値は，第 6.6－1

表に示すとおりである。第 6.6

－3 図は原子炉緊急停止系の

機能説明図である。◇2  
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  原子炉緊急停止系作動回路

のトリップ・チャンネルは，マ

イクロプロセッサを用いた 4

チャンネルの構成であり，トリ

ップ・チャンネル及びスクラ

ム・パイロット弁のソレノイド

を制御する主トリップ継電器

には，特に高信頼度のものを用

いる。◇4  

 

(2) フェイル・セイフ 

 トリップ・チャンネルは，運

転中常に主トリップ継電器を

励磁させる信号を出力してい

るため，電源の喪失等の故障に

対してトリップとなる。また，

主トリップ継電器及びスクラ

ム・パイロット弁ソレノイド

は，運転中常に励磁状態にあ

り，無励磁となるとトリップす

るため，電源の喪失，断線，短

絡等の故障の大部分に対して

トリップとなる。 

 したがって，原子炉緊急停止

系作動回路の回路構成は，大部

分の故障条件に対して“フェイ

ル・セイフ”となる。 

 また，トリップ・チャンネル

は，マイクロプロセッサの故障

に対してトリップとなるよう

に設計する。 

 一方，一つのトリップ・チャ

ンネル又は主トリップ継電器

の故障のうち，トリップとなら
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ない“フェイル・セイフ”に反

する方向の故障の場合でも，第

6.6－1 図に示すように，主ト

リップ継電器は「2 out of 4」

論理を形成しているため，スク

ラム動作を妨げない。 

 なお，原子炉緊急停止系作動

回路の電源喪失時には，“フェ

イル・セイフ”の機能によりス

クラムする。◇1 （④-2） 

 

(3) リセット 

 いずれか一つのトリップ・チ

ャンネルがトリップした場合

で，その原因が解除されている

場合には，手動でトリップした

トリップ・チャンネルをリセッ

トすることにより無励磁とな

ったスクラム・パイロット弁ソ

レノイドを再び励磁すること

ができる。◇4  

 

6.6.4.2  後備緊急停止系 

 スクラム・パイロット弁の一

つが，故障によって動作しない

という事態が生じた場合に，制

御棒が確実に挿入されるよう

に，計装用空気系統に，2個の

三方向形のソレノイド作動の

後備緊急停止弁を設ける。 

 このソレノイドは直流電源

に接続されており，通常は無励

磁状態にある。 

 原子炉緊急停止系作動回路
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の二つ以上のトリップ・チャン

ネルがトリップ状態になった

場合に，2個の後備緊急停止弁

のソレノイドが励磁される。ス

クラム・パイロット弁が故障で

動作しない場合にも，後備緊急

停止弁の動作によって，スクラ

ム弁への空気圧がなくなり制

御棒は挿入される。この場合の

制御棒の挿入時間は，通常の挿

入時間より長くなる。また，こ

の制御棒が挿入されなくても，

正常に動作したスクラム・パイ

ロット弁により他の制御棒が

挿入されるため，十分原子炉を

緊急停止できる。 

 なお，スクラム信号により制

御棒は電動機駆動によっても

挿入される。◇4  

 第 6.6－2 図に，後備緊急停

止系を含めた原子炉緊急停止

系及び制御棒駆動系概略図を

示す。◇2  

 

6.6.4.3  工学的安全施設作

動回路 

 原子炉緊急停止系作動回路

のほか，次のような工学的安全

施設作動回路を有する。 

(1) 工学的安全施設作動回路 

 工学的安全施設作動回路の

主要な機能には，次のようなも

のがある。◇4  

a. 原子炉水位低，主蒸気管放
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添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

射能高，主蒸気管圧力低，主蒸

気管流量大，主蒸気管トンネル

温度高，復水器真空度低のいず

れかの信号による主蒸気隔離

弁の閉鎖 

b. ドライウェル圧力高，原子

炉水位低，原子炉建屋原子炉区

域放射能高のいずれかの信号

による常用換気系の閉鎖と非

常用ガス処理系の起動 

c. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による高

圧炉心注水系，原子炉隔離時冷

却系及び低圧注水系の起動 

d. 原子炉水位低及びドライ

ウェル圧力高の同時信号によ

る自動減圧系の作動 

e. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による非

常用ディーゼル発電機の起動 

f. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による主

蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉

鎖 

 

 第6.6－4図及び第6.6－5図

は工学的安全施設作動回路の

説明図である。第 6.6－2 表に

工学的安全施設作動回路の信

号の一覧を示す。◇2  

 

6.6.4.4  バイパス 

 モード・スイッチの位置に応

じて安全保護系の回路を以下



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-15 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

のようにバイパスする。 

(1) 「停止」 

 このモードにすると，スクラ

ム信号が出され，全制御棒が炉

心に挿入される。このモードに

してから約 10 秒後にスクラム

信号のリセットが可能になる。 

 リセット後においては，主蒸

気隔離弁閉によるスクラム信

号 は ， 原 子 炉 圧 力 が 約

42kg/cm2g 以下のときには自動

的にバイパスされる。また，制

御棒駆動機構充てん水圧力低

によるスクラム信号は，バイパ

ス・スイッチによりバイパスで

きる。◇4  

 

(2) 「燃料取替」 

 このモードでは，原子炉緊急

停止系作動回路はスクラム動

作可能な状態にあるが，主蒸気

隔離弁閉によるスクラム信号

は，原子炉圧力が約 42kg/cm2g

以下のときには自動的にバイ

パスされる。また，制御棒駆動

機構充てん水圧力低によるス

クラム信号は，バイパス・スイ

ッチによりバイパスできる。◇4  

(3) 「起動」 

 このモードは，原子炉を起動

し，定格の約 10%まで出力を上

昇させる場合に使用する。ま

た，主蒸気隔離弁が閉で，原子

炉を臨界に保つときにも適用
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-16 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

する。このモードでは，主蒸気

隔離弁閉によるスクラム信号

は，原子炉圧力が約 42kg/cm2g

以下のときには自動的にバイ

パスされる。◇4  

 

(4) 「運転」 

 このモードでは，起動領域モ

ニタによるスクラム信号はバ

イパスされる。◇4  

 

 安全保護系の検出器は，保守

上の目的で，1区分のみバイパ

スすることができる。ただし，

起動領域モニタは，バイパスが

許容される範囲でバイパスす

ることができる。 

 原子炉緊急停止系作動回路

のトリップ・チャンネルは，保

守上の目的で，1チャンネルの

みバイパスすることができる。 

◇4  

 

6.6.4.5  ケーブル，電線路及

び計装配管 

 安全保護系を構成するチャ

ンネルは，相互干渉が起こらな

いように，各チャンネルごとに

専用のケーブル・トレイ，電線

路，計装配管，計器ラック等を

設けるとともに，各チャンネル

相互を可能な限り物理的，電気

的に分離し，③-2 独立性を持

たせるように設計する。 
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-17 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 安全保護系と計測制御系の

電源，検出器，ケーブル・トレ

イ，電線及び計装配管（原子炉

格納容器貫通計装配管を含む）

は，原則として分離するように

設計する。 

 安全保護系のうち，計測制御

系と共用する原子炉水位及び

原子炉圧力を検出する計装配

管ヘッダの一部並びに指示・記

録計用検出部と共用する原子

炉核計装の検出部は，計測制御

系の電気的故障（短絡，地絡，

断線等）及び機械的故障によっ

て安全保護系に影響を与えな

いように設計する。◇1 （③-1） 

 

6.6.5  試験検査 

(1) 原子炉緊急停止系作動回

路は，原則として原子炉運転中

でも次の試験ができ，定期的に

その機能が喪失していないこ

とを確認できる。⑦-1 

a. 手動スクラム・パイロット

弁作動試験：手動スクラム・ス

イッチによるスクラム・パイロ

ット弁ソレノイドの無励磁の

確認 

b. 自動スクラム・パイロット

弁作動試験：各トリップ・チャ

ンネルごとのテスト・スイッチ

によるトリップ・チャンネル及

びスクラム・パイロット弁ソレ

ノイドの無励磁の確認 
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-18 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

c. 検出器作動試験：各検出器

の校正用タップ及び各トリッ

プ・チャンネルの試験端子から

校正用模擬信号を入れること

によるトリップ・チャンネルの

作動の確認 

d. 制御捧スクラム試験：手動

スイッチによる同一水圧制御

ユニットに属する1組又は1本

の制御棒のスクラム時間の確

認 

 以上のうち b．及び c．の試

験により，各チャンネルの独立

性の確認も行うことができる。 

◇4  

(2) 工学的安全施設作動回路

は，原子炉運転中でもテスト信

号を出して各々の検出器及び

チャンネルの試験を行うこと

ができ⑦-2，定期的にその機能

が喪失していないことを確認

できる。なお，論理回路を含む

全系統の試験については，定期

検査時に行うことができるよ

うにする。 

 

6.6.6  手順等 

 安全保護系に関して，以下の

内容を含む手順を定め，適切な

管理を行う。 

(1) 安全保護系制御装置の保

守ツールを施錠管理された場

所に保管するとともに，安全保

護系制御装置の保守ツール接
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-19 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

続部の施錠⑤-3 については，

施錠管理方法を定め運用する。 

 

(2) 発電所の出入管理方法に

ついては，「1.1.1.5 人の不法

な侵入等の防止 (3) 手順等」

に示す。◇2  

 

(3) 安全保護系の保守ツール

の使用については，保守ツール

を施錠管理された場所に保管

するとともに，安全保護系制御

装置の保守ツール接続部を施

錠することや保守ツールのパ

スワード管理により不要なソ

フトウェアへのアクセスを制

限することを定め⑤-4，運用す

る。また，安全保護系のソフト

ウェアの使用について検証及

び妥当性を確認することを定

め，運用する。 

 

(4) 発電所の出入管理に係る

教育については，「1.1.1.5 人

の不法な侵入等の防止 (3) 

手順等」に示す。◇2  

 

第 6.6－1 表 原子炉緊急停止

系作動回路信号一覧表◇2  

第 6.6－2 表 工学的安全施設

作動回路信号一覧表◇2  

第 6.6－1 図 原子炉緊急停止

系作動回路概要図◇2  

第 6.6－2 図 原子炉緊急停止
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要求事項との対比表 

35 条-20 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

系及び制御棒駆動系概要図 

（原子炉緊急停止系及び制御

棒駆動系の作動前の状態を示

す）◇2  

第 6.6－3 図 原子炉緊急停止

系作動回路説明図◇2  

第 6.6－4 図 工学的安全施設

作動の機能説明図（その 1）◇2  

第 6.6－5 図 工学的安全施設

作動の機能説明図（その 2）◇2  

第 6.3－1 図 原子炉水位計装

説明図◇2  

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針  

1.1.5 安全保護回路設計の基

本方針 

 原子炉緊急停止系及び工学

的安全施設の作動を開始させ

るための安全保護系は，原子炉

緊急停止系作動回路及び工学

的安全施設作動回路からなり，

◇1 （①-1）多重性と独立性とを

有する設計とし，単一故障を仮

定しても，その安全保護機能が

妨げられないような設計とす

る。◇1 （②-1，③-1）また，安

全保護系は，系の遮断，駆動源

の喪失等においても安全上許

容される状態（フェイル・セイ

フ又はフェイル・アズ・イズ）

になるよう設計する。◇1 （④-

2） 
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-21 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 安全保護系については，不正

アクセス行為その他の電子計

算機に使用目的に沿うべき動

作をさせず，又は使用目的に反

する動作をさせる行為による

被害を防止する設計とする。◇1

（⑤-2） 

 

1. 安全設計 

1.10 発電用原子炉設置変更

許可申請に係る安全設計の方

針 

1.10.2 発電用原子炉設置変

更許可申請（平成 25 年 9月 27

日申請）に係る実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規

則への適合 

（安全保護回路） 

1 一について 

(1) 安全保護系は，運転時の異

常な過渡変化時に，中性子束及

び原子炉圧力等の変化を検出

し，原子炉緊急停止系を自動的

に作動させ燃料要素の許容損

傷限界を超えることがないよ

う設計する。◇1 （①-1） 

 

(2) 安全保護系は，偶発的な制

御棒引抜きのような原子炉停

止系のいかなる単一誤動作に

起因する異常な反応度印加が

生じた場合でも，燃料要素の許

容損傷限界を超えないよう，中



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-22 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

性子束高スクラム及び原子炉

周期短により発電用原子炉を

停止できるように設計する。◇1

（①-1） 

1 二について 

 安全保護系は，設計基準事故

時に異常状態を検知し，原子炉

緊急停止系を自動的に作動さ

せる。また自動的に主蒸気隔離

弁の閉鎖，非常用炉心冷却系の

起動，非常用ガス処理系の起動

を行わせる等の保護機能を有

する設計とする。◇1 （①-1） 

(1) 発電用原子炉は，下記の条

件の場合にスクラムする。◇3  

a. 原子炉圧力高 

b. 原子炉水位低 

c. ドライウェル圧力高 

d. 中性子束高（平均出力領域

モニタ） 

e. 原子炉周期短（起動領域モ

ニタ） 

f. 中性子束計装動作不能（起

動領域及び平均出力領域モニ

タ） 

g. 炉心流量急減 

h. 制御棒駆動機構充てん水

圧力低 

i. 主蒸気隔離弁閉 

j. タービン主蒸気止め弁閉 

k. タービン蒸気加減弁急速

閉 

l. 主蒸気管放射能高 

m. 地震加速度大 
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-23 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

n. 手動 

o. モード・スイッチ「停止」 

 

(2) 工学的安全施設を作動さ

せる安全保護系（工学的安全施

設作動回路）には，次のような

ものを設ける。◇4  

a. 原子炉水位低，主蒸気管放

射能高，主蒸気管圧力低，主蒸

気管流量大，主蒸気管トンネル

温度高，復水器真空度低のいず

れかの信号による主蒸気隔離

弁閉鎖 

b. ドライウェル圧力高，原子

炉水位低，原子炉建屋原子炉区

域放射能高のいずれかの信号

による常用換気系の閉鎖と非

常用ガス処理系の起動 

c. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による高

圧炉心注水系，原子炉隔離時冷

却系及び低圧注水系の起動 

d. 原子炉水位低及びドライ

ウェル圧力高の同時信号によ

る自動減圧系の作動 

e. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による非

常用ディーゼル発電機の起動 

f. 原子炉水位低又はドライ

ウェル圧力高の信号による主

蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉

鎖 

 

1 三について 
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-24 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 安全保護系は，以下に示す設

計方針に基づき多重性を有す

るチャンネル構成とし，機器又

はチャンネルの単一故障が起

こっても，あるいは使用状態か

らの単一取り外しを行っても

保護機能を果たすよう設計す

る。◇1 （②-1） 

 具体例は下記のとおりであ

る。 

 

(1) 原子炉緊急停止系の作動

回路は，検出器，トリップ・チ

ャンネル，主トリップ継電器等

で構成し，「2 out of 4」方式

とする。 

検出器は 4区分に分け，一つの

区分には，一つの測定変数に対

して 1 個以上の検出器を設け

る。また，トリップ・チャンネ

ルは 4チャンネル設ける。 

 各トリップ・チャンネルは，

四つの区分の検出器からの信

号を入力し，2区分以上の検出

器の動作によりトリップする。

各トリップ・チャンネルからの

信号は，対応するトリップ・チ

ャンネルに属する主トリップ

継電器に入力され，二つ以上の

トリップ・チャンネルがトリッ

プした場合，発電用原子炉はス

クラムする。 

 したがって，機器又はチャン

ネルの単一故障が起こっても，
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【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-25 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

使用状態からの単一の取り外

しを行っても安全保護系の機

能は維持できる。◇4  

 

(2) 工学的安全施設を作動さ

せる検出器は，多重性をもった

構成とする。したがって，これ

らの単一故障，使用状態からの

単一取外しを行っても他の検

出器により，安全保護機能は維

持できる。◇1 （②-1） 

 

1 四について 

 安全保護系は，その系を構成

するチャンネル③-3 相互が分

離され，また計測制御系からも

原則として分離し，独立性を持

つ設計とする。 

 具体例は下記のとおりであ

る。 

 

(1) 原子炉格納容器を貫通す

る計装配管は，物理的に独立し

た貫通部を有する 4 系統を設

ける。◇1 （③-1） 

(2) 検出器からのケーブル，電

源ケーブルは，独立に中央制御

室の各盤に導く。各トリップチ

ャンネルの論理回路は，盤内で

独立して設ける。◇1 （③-1） 

 

(3) 原子炉緊急停止系作動回

路の電源は，分離・独立した母

線から供給する。③-4 
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要求事項との対比表 

35 条-26 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 

1 五について 

 安全保護系の駆動源として

電気あるいは空気圧を使用す

る。この系統に使用する弁等

は，フェイル・セイフとするか，

又は故障と同時に現状維持（フ

ェイル・アズ・イズ）になるよ

うにし，この現状維持の場合で

も多重化された他の回路によ

って保護動作を行えるように

する。◇1 （④-2） 

 フェイル・セイフとなるもの

の主要なものをあげると以下

のとおりである。◇4  

(1) 電源喪失 

a. スクラム 

b. 主蒸気隔離弁閉 

c. 格納容器ベント弁閉 

(2) 制御用空気喪失 

a. スクラム 

b. 格納容器ベント弁閉 

 

 また，主蒸気隔離弁以外の工

学的安全施設を作動させる安

全保護系の場合，駆動源である

電源の喪失は，系の現状維持を

もたらすものである。 

 系の遮断やその他，火災，浸

水等不利な状況が発生した場

合でも，この工学的安全施設作

動回路及び工学的安全施設自

体が多重性，独立性を持つこと

で発電用原子炉を十分に安全
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要求事項との対比表 

35 条-27 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

な状態に導くよう設計する。◇1

（④-2） 

 

1 六について 

 安全保護系は，安全保護系制

御装置の保守ツールを施錠管

理された場所に保管するとと

もに，接続部を施錠することに

より，ハードウェアを直接接続

させない措置を実施すること

で物理的に分離し，外部ネット

ワークへのデータ伝送の必要

がある場合は，防護装置（通信

状態を監視し，送信元，送信先

及び送信内容を制限すること

により，目的外の通信を遮断）

を介して一方向（送信機能の

み）通信に制限することで機能

的に分離するとともに，固有の

プログラム言語の使用による

一般的なコンピュータウイル

スが動作しない環境等により

ウイルス等の侵入を防止する

ことでソフトウェアの内部管

理の強化を図り，外部からの不

正アクセスを防止する設計と

する。◇5 (⑤-3，⑤-4) 

 

 また，｢安全保護系へのディ

ジタル計算機の適用に関する

規程」（JEAC4620-2008）及び「デ

ィジタル安全保護系の検証及

び妥当性確認に関する指針」

（JEAG4609-2008）に準じて設
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要求事項との対比表 

35 条-28 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

計，製作，試験及び変更管理の

各段階で検証及び妥当性確認

（コンピュータウイルスの混

入防止含む。）がなされたソフ

トウェアを使用するとともに，

発電所での出入管理による物

理的アクセスの制限及び保守

ツールのパスワード管理によ

る電気的アクセスの制限によ

り，不正な変更等による承認さ

れていない動作や変更を防止

する設計とする。◇5 (⑤-3，⑤-

4) 

 

1 七について 

 安全保護系と計測制御系と

は電源，検出器，ケーブル・ル

ート及び原子炉格納容器を貫

通する計装配管を，原則として

分離する設計とする。◇1 （③-

1） 

 

 安全保護系は，原子炉水位及

び原子炉圧力等を検出する計

装配管ヘッダの一部を計測制

御系と共用すること及び原子

炉核計装の検出部が表示，記録

計用検出部と共用される以外

は計測制御系とは完全に分離

する等，計測制御系での故障が

安全保護系に影響を与えない

設計とする。◇1 （⑥-1） 

 

 計装配管は，4系列で独立性



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 35 条 安全保護装置】 
 

要求事項との対比表 

35 条-29 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

があり，さらに 1系列内で安全

保護系と共用している計測制

御系の配管は，安全保護系と同

等の設計としている。◇1 （③-

1，⑥-1） 

 また，原子炉核計装の検出部

が表示，記録計用検出部と共用

しているが，計測制御系の短

絡，地絡又は断線によって安全

保護系に影響を与えない設計

とする。◇1 （⑥-1） 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 35 条 安全保護装置】 
様式-6 

35 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 35 条（安全保護装置） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

① 

原子炉緊急停止系そ

の他系統と併せるこ

とによる，燃料要素の

許容損傷限界を超え

ない設計 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 1号 1 ― 

② 

系統を構成する機械

若しくは器具又はチ

ャンネルの多重性の

確保 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 2号 ― ― 

③ 

系統を構成するチャ

ンネルの独立性の確

保 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 3号 2 ― 

④ 

駆動源喪失，系統の遮

断時，原子炉施設を安

全な状態へ移行又は

維持する設計 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 4号 ― ― 

⑤ 

不正アクセス行為又

は使用目的に反する

動作による被害の防

止 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 5号 3～4 a 

⑥ 
計測制御系と安全保

護装置の機能的分離 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 6号 ― ― 

⑦ 

原子炉運転中の能力

確認のための必要な

試験 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 7号 ― ― 

⑧ 
運転条件に応じた作

動設定値の変更 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 8号 ― ― 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  
設置許可本文内の重

複記載 

設置許可本文内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 35 条 安全保護装置】 
様式-6 

35 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

□2  

原子炉緊急停止系作

動回路又は工学的安

全施設作動回路の種

類 

要目表として整理するため記載しない。 ― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇2  
文章，表又は図の呼

込み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

◇3  

原子炉緊急停止系作

動回路又は工学的安

全施設作動回路の種

類 

要目表として整理するため記載しない。 ― 

◇4  設備の補足的な記載 設備の補足的な記載であるため記載しない。 ― 

◇5  
設置許可添八内の重

複記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 


